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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスク・タンブラ・シリンダ錠と鍵の組み合わせであって、前記ディスク・タンブラ
・シリンダ錠（１）が回転制限手段（３）を有し、前記鍵（９）が前記回転制限手段に対
する案内面を有し、前記回転制限手段が、鍵プロファイル開口（４）を含むフレーム（６
）と、少なくとも部分的に前記フレームを取り囲むケーシング（５）とを有しているディ
スク・タンブラ・シリンダ錠と鍵の組み合わせにおいて、
　前記フレーム（６）が制限機構（２４）及び係止機構（２５）を有し、それらは、前記
制限機構が前記鍵プロファイル開口（４）の他方の側に位置し、前記係止機構（２５）が
前記鍵プロファイル開口の反対側に位置するように１列に配設され、
　前記係止機構（２５）が、前記列に沿って方向付けられた係止ピン（１５）を有し、前
記係止ピンが、前記ケーシング（５）側の端部に、前記係止ピンの軸線に対して横断方向
の突出部（２１）を有し、前記突出部は、前記鍵（９）が前記ディスク・タンブラ・シリ
ンダ錠（１）の中にないとき、又は前記鍵（９）が前記ディスク・タンブラ・シリンダ錠
に完全に挿入されていないときに、前記フレーム（６）が回転するのを前記ケーシングと
協働して妨げるように配置され、
　前記鍵（９）が貫通穴（１１）を有し、前記穴の中に移動要素（１０）が配設され、前
記移動要素（１０）は、前記穴の中を移動するが、移動して前記穴から完全に離れないよ
うに配置され、前記貫通穴（１１）から見える前記移動要素（１０）の面が、前記案内面
を形成し、
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　前記組み合わせにおいて、前記ディスク・タンブラ・シリンダ錠を開けるために前記鍵
（９）が前記錠の中にあるとき、前記貫通穴（１１）及び前記移動要素（１０）が前記制
限機構（２４）及び前記係止機構（２５）と同一列内にあり、前記制限機構は、前記移動
要素を前記穴から前記鍵プロファイル開口（４）の反対側へ押し出すように、また前記鍵
（９）の回転を可能にするように配置され、前記係止機構（２５）は、前記ケーシング（
５）及び前記係止ピンの前記突出部（２１）の前記協働によって形成された障壁を、前記
移動要素（１０）の前記押し出しに応答して解放するように配置されていることを特徴と
する組み合わせ。
【請求項２】
　前記フレーム（６）は、前記係止ピン（１５）が前記列の方向に移動することができる
ように、前記係止ピンの前記突出部（２１）の位置に切断部（２７）を有し、前記ケーシ
ング（５）が、溝（１９）及びもう一つの切断部（１８）を有し、該もう一つの切断部は
、前記係止ピンの前記突出部（２１）が前記溝（１９）の位置に移動することができるよ
うに前記係止ピンの位置にあり、前記もう一つの切断部（１８）の少なくとも１つの面が
障壁面（２０）であり、前記障壁面及び前記突出部が協働して、前記フレームが回転する
のを妨げるように働くことを特徴とする請求項１に記載の組み合わせ。
【請求項３】
　前記ケーシング（５）が鋸歯状のカラー（２９）を有し、前記カラー（２９）に、前記
溝（１９）及び前記もう一つの切断部（１８）が配置され、前記溝（１９）が、少なくと
も前記鍵（９）の回転域の位置にあることを特徴とする請求項２に記載の組み合わせ。
【請求項４】
　前記係止機構（２５）が、前記係止ピン（１５）を前記鍵プロファイル開口（４）の方
へ押す可撓性要素（１６）を有していることを特徴とする請求項３に記載の組み合わせ。
【請求項５】
　前記係止ピン（１５）は、その内部に前記可撓性要素（１６）が取り付けられる陥凹部
（２２）を有していることを特徴とする請求項４に記載の組み合わせ。
【請求項６】
　前記可撓性要素（１６）と前記ケーシング（５）の間に球体（１７）が配置されること
を特徴とする請求項５に記載の組み合わせ。
【請求項７】
　前記可撓性要素（１６）がばねであることを特徴とする請求項４、５又は６に記載の組
み合わせ。
【請求項８】
　前記係止ピンの前記突出部（２１）が係止板であることを特徴とする請求項７に記載の
組み合わせ。
【請求項９】
　前記係止ピンの前記突出部（２１）が係止板であることを特徴とする請求項４、５又は
６に記載の組み合わせ。
【請求項１０】
　前記フレーム（６）が、前記制限機構（２４）及び前記係止機構（２５）のための穿孔
部を有することを特徴とする請求項４、５又は６に記載の組み合わせ。
【請求項１１】
　前記可撓性要素（１６）がばねであり、前記係止ピンの前記突出部（２１）が係止板で
あることを特徴とする請求項１０に記載の組み合わせ。
【請求項１２】
　基本的な形状として、前記フレーム（６）及び前記ケーシング（５）がリングを形成す
ることを特徴とする請求項４、５又は６に記載の組み合わせ。
【請求項１３】
　前記鍵の中に配設された前記移動要素（１０）が球体であることを特徴とする請求項１
から６までのいずれか一項に記載の組み合わせ。
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【請求項１４】
　前記鍵の中に配設された前記移動要素（１０）が球体であることを特徴とする請求項７
に記載の組み合わせ。
【請求項１５】
　前記鍵の中に配設された前記移動要素（１０）が球体であることを特徴とする請求項８
に記載の組み合わせ。
【請求項１６】
　前記制限機構（２４）が、その両端に球体（１２、１４）を備えたばね（１３）を有し
、前記回転制限手段（３）の前記ケーシング（５）が、前記制限機構の前記他方の球体（
１４）に対する窪み（２８）を有することを特徴とする請求項１から１５までのいずれか
一項に記載の組み合わせ。
【請求項１７】
　案内要素（８）が前記回転制限手段（３）に接続されていることを特徴とする請求項１
６に記載の組み合わせ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスク・タンブラ・シリンダ錠と鍵の組み合わせに関する。特に、本発明
は、そのディスク・タンブラ・シリンダ錠が回転制限手段を備える組み合わせに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスク・タンブラ・シリンダ錠では、タンブラ・ディスクを用いて鍵固有のコードを
解いて錠を開ける。鍵をディスク・タンブラ・シリンダ錠に挿入してもまだコードは解か
れず、鍵を回転させることによって鍵の溝に従ってタンブラ・ディスクを回転させ、それ
によって鍵コードが解かれる。
【０００３】
　いくつかの理由により、鍵がディスク・タンブラ・シリンダ錠に完全に挿入されていな
い場合、鍵の回転によって、タンブラ・ディスクがごくわずか回転し、それらの共通の標
準位置から離れる可能性があることが認められている。標準位置は、鍵を錠に挿入可能で
あることを意味する。タンブラ・ディスクの一部を標準位置から少しだけ回転させた場合
、鍵の錠への挿入は滑らかに進まず、むしろ困難又は不可能と感じられるであろう。鍵を
シリンダ錠の中に完全に入れるには、鍵を左右に複数回回転させなければならない。これ
を妨げるために、ディスク・タンブラ・シリンダ錠はしばしば、回転制限手段を備えてい
る。
【０００４】
　回転制限手段は、鍵がシリンダに完全に挿入されていない場合に、鍵がディスク・タン
ブラ・シリンダ錠の中で回転するのを妨げる機構である。回転制限手段によって、鍵がシ
リンダに完全に挿入されたときにシリンダ錠内で鍵を回転させることが可能になる。特許
公報ＦＩ１０８３０８号は、ディスク・タンブラ・シリンダ錠の周知の回転制限手段を示
している。回転制限手段は、フレーム及びケーシングを備える。ケーシングは、ディスク
・タンブラ・シリンダ錠の内筒に接続される。フレームの中心には、鍵プロファイル開口
が存在し、それを通して鍵をシリンダ錠に挿入することができる。鍵プロファイル開口の
両側には、同一列内に制限機構が存在する。制限機構は、ばね及びばねの両側の球体で構
成される。鍵がシリンダ錠に完全に挿入されていない場合、鍵の軸面が制限機構の球体を
互いにきわめて近くに保つため、鍵を回転させようとした場合にも、ケーシング側の球体
は、移動してケーシングの窪みから離れることができない。ケーシングは、鍵コードが完
全に解かれるまで回転することができない内筒に接続されているため、シリンダ錠に不完
全に挿入された鍵は回転することができない。
【０００５】
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　鍵は、制限機構の球体に対する対向面を有する。対向面は、鍵の面内の陥凹部である。
鍵が鍵シリンダ内の正しい位置にあるとき、鍵側の制限機構の球体は鍵の陥凹部の中にあ
り、鍵を回転させると、ケーシング側の球体が移動してケーシングの窪みから離れること
が可能になる。したがって、タンブラ・ディスクを正しい位置に移動させて錠を開けるた
めに、鍵を回転させることができる。この場合、鍵の回転を継続すると、内筒が回転可能
になる。
【０００６】
　回転制限手段によって、ディスク・タンブラ・シリンダ錠はより機能的に信頼性のある
ものになる。しかしながら、回転制限手段は、鍵がシリンダ錠に挿入されていないとき、
錠内で回転することができる。この回転によって、起こり得る錠のピッキングが容易にな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許公報ＦＩ１０８３０８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、鍵がシリンダ錠の中にないときには回転制限手段が回転できないディ
スク・タンブラ・シリンダ錠である。その目的は、独立請求項に記載される方法で達成さ
れる。従属請求項は、本発明の様々な実施例について記載している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の解決策は、ディスク・タンブラ・シリンダ錠と鍵の組み合わせに関する。その
組み合わせのディスク・タンブラ・シリンダ錠は、鍵の回転制限手段を有し、鍵は、回転
制限手段に対する案内面を有する。回転制限手段は、鍵プロファイル開口を含むフレーム
と、少なくとも部分的にフレームを取り囲むケーシングとを有する。フレームは、制限機
構及び係止機構を有し、それらは、制限機構が鍵プロファイル開口の他方の側に位置し、
係止機構が鍵プロファイル開口の反対側に位置するように１列に配設される。
【００１０】
　係止機構は、前記列に沿って方向付けられた係止ピンを有し、係止ピンは、ケーシング
側の端部に、係止ピンの軸線に対して横方向の突出部を有する。突出部は、鍵が錠の中に
ないとき、又は鍵が錠に完全に挿入されていないときに、ケーシングと協働してフレーム
が回転するのを妨げるように配置される。
【００１１】
　組み合わせの鍵は貫通穴を有し、その穴の中に移動要素が配設されている。要素は穴の
中を移動するが、移動して穴から完全に離れないように配置される。貫通穴から見える移
動要素の面は、前記案内面を形成する。
【００１２】
　錠を開けるために鍵が錠の中にあるとき、貫通穴及び移動要素は、制限機構及び係止機
構と同一列内にある。制限機構は、移動要素を穴から鍵プロファイル開口の反対側へ押し
出すように、したがって、鍵の回転を可能にするように配置される。係止機構は、ケーシ
ング及び係止ピンの突出部の協働によって形成された障壁を、移動要素の押し出しに応答
して解放するように配置される。したがって、制限機構、鍵の要素及び係止機構の相互に
作用する機能によって、鍵がディスク・タンブラ・シリンダ錠に不完全に挿入されている
とき、また鍵がシリンダ内に全く存在しないときには、回転制限手段が回転することがで
きない状況がもたらされる。したがって、錠に不完全に挿入された鍵、又は錠に挿入され
た正しくない鍵は回転することができない。
【００１３】
　さらに、鍵に移動要素が存在すると鍵の複製がより難しくなる。このため、不法な模造
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品の製造が困難になる。
【００１４】
　以下では、添付図面を参照して本発明をさらに詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明によるディスク・タンブラ・シリンダ錠の実例を示す図である。
【図２】本発明による回転制限手段及び鍵の実例を示す図である。
【図３】鍵が回転制限手段に挿入された状態の図２の実例を示す図である。
【図４】鍵を回転させたときの図３の実例を示す図である。
【図５】図２の実例の回転制限手段の断面図である。
【図６】図２の実例の回転制限手段の分解図である。
【図７】図２の実例の回転制限手段の別の断面図である。
【図８】図２の実例の回転制限手段及び鍵の第３の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明によるディスク・タンブラ・シリンダ錠の実例を示している。シリンダ
錠は外筒２Ａを備え、その内部にタンブラ・ディスクを有する内筒２が挿入されている。
ディスク・タンブラ・シリンダ錠は、鍵プロファイル開口４を有する回転制限手段３を備
えている。
【００１７】
　図２は、本発明による回転制限手段及び鍵の実例を示している。鍵９は、内部に移動要
素１０が配設された貫通穴１１を備えている。貫通穴の縁部は、移動要素が移動して完全
に穴から離れることができないように、例えばアプセット加工によって機械加工される。
移動要素の好ましい実施例は球体である。移動要素は、例えばピンとすることもできる。
この場合、貫通穴内の移動要素の残留部分は、縁部の機械加工とは異なる手段によって配
置することもできる。貫通穴から見える移動要素の面は、案内面である。案内面は、鍵が
ディスク・タンブラ・シリンダ錠に完全に挿入されたとき、回転制限手段の係止機構及び
制限機構に対して着座する。
【００１８】
　回転制限手段（回転制限手段）は、ケーシング５及びフレーム６で構成される。フレー
ムは、鍵プロファイル開口４、制限機構２４（図６参照）及び係止機構２５を備えている
。制限機構及び係止機構は、制限機構が鍵プロファイル開口４の一方の側に位置し、係止
機構が鍵プロファイル開口の反対側に位置するように１列に配設される。制限機構２４及
び係止機構２５の構造及び機能を、図３～８に示す。フレーム６及びケーシング５は、鍵
９がディスク・タンブラ・シリンダ錠に完全に挿入されたとき以外には、フレームがケー
シングに対して回転できないように、係止機構を通して互いに接続される。ケーシングは
、少なくとも部分的にフレームを取り囲んでいる。ケーシングは取り付け面７を有し、そ
れによって、回転制限手段をシリンダ錠の内筒２に接続することができる。ケーシングの
取り付け面は、複数の異なる方法で実現することができる。図２は１つの方法を示し、Ｆ
Ｉ１０８３０８号は別の方法を示している。回転制限手段の好ましい一実施例は、回転制
限手段に接続された案内要素８を備えている。
【００１９】
　回転制限手段の構造を、図５及び６にさらに詳しく示す。機能及び構造を、図３、４、
７及び８に示す。
【００２０】
　図５は、図２の実例の回転制限手段の断面図を示している。図６は、図２の実例の回転
制限手段の分解図を示している。回転制限手段のフレーム６は、１つ又は複数の部品から
形成することができる。フレームは、内部に制限機構２４及び係止機構２５が配設される
穿孔部２３を有している。制限機構２４は、周知の方法で、２つの球体１２、１４及び球
体間のばね１３を備えている。球体の一方１４は、ケーシング５に接している。ケーシン
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グは、球体に対する窪み２８を有している。鍵がシリンダ錠の中にない、又は鍵がシリン
ダ錠に完全に挿入された場合には、鍵を回転させる、或いは（係止機構が存在しない場合
に）回転制限手段を回転させると、ケーシング側の球体は移動してケーシングの窪み２８
から離れることが可能になる。制限機構及び係止機構は、同一列内で鍵プロファイル開口
４の異なる側に位置している。
【００２１】
　係止機構２５は、前記列に沿って方向付けられた係止ピン１５を備え、係止ピンは、ケ
ーシング側の端部に、係止ピンの軸に対して横方向の突出部２１を備えている。突出部は
ケーシングと協働して、鍵が錠の中にない、又は鍵が錠に完全に挿入されていないとき、
フレームが回転するのを妨げるように配置される。
【００２２】
　フレームは、係止ピンが列の方向に移動することができるように、係止ピンの突出部２
１の位置に切断部２７を有している。ケーシングは、溝１９及び切断部１８を有している
。切断部１８は、係止ピンの突出部２１が溝１９の位置に移動することができるように、
係止ピンの位置にある。切断部の少なくとも１つの面は、障壁面２０である。障壁面及び
突出部は協働して、突出部が障壁面の位置にあるとき、フレームが回転するのを妨げるよ
うに働く。図５では、障壁面と突出部の間の間隙が比較的大きく示されている。間隙がよ
り小さくてもよいことは明らかである。
【００２３】
　ケーシング５の基本的な形状はリングである。ケーシングは鋸歯状のカラー２９を備え
ており、このカラーは、リングの内面上の突出部である。カラーに、前記溝及び切断部が
配置される。溝（並びにカラー）は、少なくとも鍵の回転域の位置にある。回転域とは、
シリンダ錠内の鍵コードが解かれたときに鍵の回転する領域を意味する。製造の観点から
は、好ましい実施例は、溝１９及びカラー２９がケーシングの内面上で完全な円を形成す
ることである。フレーム６は、ケーシング５の中に、ケーシングが少なくとも部分的にフ
レームの縁部領域を覆うように配置される。図から、フレーム及びケーシングは大部分が
円形であると言うことができる。
【００２４】
　係止機構２５は、係止ピンを鍵プロファイル開口４の方へ押す可撓性要素１６を備えて
いる。可撓性要素は、ケーシング５と係止ピンの間に配置される。係止ピンは、内部に可
撓性要素を配置することができる陥凹部２２を有することが好ましい。これによって、回
転制限手段の組み立てが容易になる。可撓性要素１６とケーシングの間に、球体１７が配
置されることも好ましい。球体は、球体のない係止機構に比べて、回転制限手段の使用を
より快適に且つ機能的に信頼性のあるものにする。
【００２５】
　ばね構造体は、可撓性要素に対する好ましい実施例である。図に示す実施例では、係止
ピンの突出部２１は係止板である。突出部は、いくつかの他の形状、例えばケーシングの
カラーの方に方向付けられたピンの形状を有することもできる。
【００２６】
　先に言及したように、鍵９の貫通穴１１の中には、穴の中を移動するように配置された
移動要素１０が配設される。鍵が、錠を開けるために錠の中、又はより具体的にはシリン
ダ錠の中にあるとき、貫通穴１１及び移動要素１０は、制限機構２４及び係止機構２５と
同一列内に位置する。図７は、鍵がシリンダ錠の中にないときの回転制限手段の断面図を
示している。図３及び８は、鍵がシリンダ錠の中に（したがって、回転制限手段の中にも
）あるときの断面図を示している。図８では、鍵がわずかに回転されている。
【００２７】
　鍵がシリンダ錠の中にないとき、係止ピン１５の突出部２１は溝１９の位置にない。こ
れは、鍵がシリンダ錠の中に不完全に挿入されただけのときにも当てはまる。係止ピン１
５は、鍵プロファイル開口４に押し込まれないように回転制限手段のフレーム内に配置さ
れる。そうでなければ、回転制限手段は、鍵がシリンダ錠に挿入されるのを妨げてしまう
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からである。鍵プロファイル開口の端部における係止ピンの頭部２６及びフレームの穿孔
部２３は、係止ピン及び穿孔部の他の部分より狭く形成しておくことができる。
【００２８】
　鍵が錠の中にあるとき、制限機構２４は、移動要素１０を穴１１から鍵プロファイル開
口４の反対側へ押し出すように配置される。鍵プロファイル開口側の制限機構の球体１２
が、移動要素１０を押す。一方、移動要素は、係止ピン１５に向かって移動し、係止ピン
１５は、ケーシングの方向に可撓性要素に逆らって移動する。係止ピンのケーシングの方
向の移動によって、係止ピンの突出部２１をケーシングの溝１９の位置に移動させる。図
８はこの状況を示している。突出部が溝の位置にあるときには、鍵を回転させることがで
きる。図８では、鍵９がわずかに回転され、ケーシング側の制限機構の球体１４が持ち上
がり、ケーシングの窪み２８から離れている。また図４は、溝の位置に移動した係止ピン
の突出部がどのように鍵の回転を可能にするかを示している。鍵がシリンダ錠から取り外
されると、制限機構及び係止機構の可撓性要素は、回転制限手段を、鍵がシリンダの中に
ない前述の状態に戻す。
【００２９】
　したがって、鍵がシリンダ錠の中にないとき、回転制限手段は（各部分の公差によって
少ししか）回転することができない。したがって、回転制限手段がさらなる障壁を形成し
、空間の使用も制限するため、これにより、起こり得るシリンダ錠（及び錠）をこじ開け
る試みがより困難になる。
【００３０】
　本発明が本文書において言及した実例のみに制限されず、本発明は、示される特許請求
の範囲の範囲内で複数の様々な実施例によって実施され得ることは明らかである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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